
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

ファッション色彩能力検定 ③ 5人 5人

人 ファッションビジネス能力検定 ③ 5人 5人
人 ファッション販売能力検定 ③ 5人 5人
人 フォーマルスペシャリスト検定 ③ 5人 5人
％

％

（令和 4

2 名 22 ％

■中退防止・中退者支援のための取組

担任制度、出席管理、個人面談、保護者連携・面談、学生相談（専門カウンセラー）、杉野学園サポートセンター（24時間電話健康相談）、キャリアサポート

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有・無
※有の場合、制度内容を記入
学校法人杉野学園授業料等減免制度
　家計の急変による経済的理由によって就学が困難となっている者を対象に、授業料等の減免措置を行う。平成29年より施行。

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象・非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載
■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　有・無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

https://www.dressmaker-gakuin.ac.jp/about/disclosure/hyouka/

第三者による
学校評価

令和4年4月1日時点において、在学者19名（令和4年4月1日入学者を含む）
令和5年3月31日時点において、在学者18名（令和5年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

健康上、専攻分野不適応

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.dressmaker-gakuin.ac.jp/dept/

令和5年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
自らの目標・職業観を早期の段階より明確にさせるため、1年
次より『就職ガイダンス』を通し指導を行い、2年次に対しては
学生との面談を強化し個々の希望職種で内定が得られるよう
指導を行っている。
■卒業者数　　　　　　 　　 5
■就職希望者数　　　 　　 5

■主な就職先、業界等（令和4年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

株式会社アダストリア、株式会社ファーイーストカンパ
ニー、株式会社TOKYO BASE、F,CDM株式会社

（令和4年度卒業者に関する令和5年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③の
いずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得す
るもの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　0人　
　　
　　
　　
　

年度卒業者に関する

■就職者数　　　　 　　 　　 4
80■就職率　　  　　　 　　　　：

■卒業者に占める就職者の割合
： 80

長期休み
■夏　 季：7月20日～8月31日
■冬　 季：12月25日～1月7日
■春　 季：3月25日～4月4日

卒業・進級
条件

■卒業条件
所定の教育課程を試験等による評価の上修了したと認める
者。また、所定の授業日数の3分の2以上の出席者であるこ
とを要する。
■進級条件
所定の教育課程に定められた必修科目のうち、当該学年ま
でに履修しなければならない科目を修得した者。また、所定
の授業日数の3分の2以上の出席者であることを要する。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 企業研修旅行、海外研修旅行、

学園祭（ドレメ祭）、各種コンテスト参加、地域交流電話・メール連絡、個人面談、保護者連携・面談

■サークル活動： 有

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法

評価基準は、Ｓ（100点～90点）、Ａ（89点～80点）、Ｂ（79点
～70点）、Ｃ（69点～60点）、Ｄ（59点以下）とし、ＳＡＢＣを合
格、Ｄを不合格とする。
成績評価は、試験・作品・レポート提出・出席状況・学習態度
等により行う。

60人 9人 0人 2人 19人 21人

1805時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 昼間
1700 245 1110 450

認定年月日 平成30年2月28日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

服飾・家政 服飾専門課程 ファッションビジネス科
平成14年2月27日

告示第19号
―

学科の目的

ファッションビジネスの知識をトータルに備え、アパレルの流通機構を理解した上で実力を遺憾なく発揮できるファッションビジネスのスペシャリストを育成
する。
ファッションとビジネスの基礎知識、説得力や判断力も兼ね備えたコミュニケーション能力とパソコンスキルの向上を強化し、企画・プレゼンテーション力を
身につける。

03-3491-8151
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人杉野学園 昭和6年1月22日 中村　賢二郎
〒141-8651
東京都品川区上大崎４－６－１９

（電話）

ドレスメーカー学院 昭和51年8月24日 布矢　千春
〒141-8651
東京都品川区上大崎４－６－１９

（電話） 03-3491-8151

（別紙様式４）

令和5年9月30日※１
（前回公表年月日：令和4年9月30日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

https://www.dressmaker-gakuin.ac.jp/about/disclosure/hyouka/
https://www.dressmaker-gakuin.ac.jp/dept/


種別

①

③

③

③

③

③

（年間の開催数及び開催時期）

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。
学校の取り組みとして　SDG's を4年前からカリキュラムに反映させているので、授業内容を進化させて、大学等
が追従できないカリキュラムにして欲しい。

それに対して、産経新聞社との産学連携「ふくのわプロジェクト」を中心にリユース、リサイクルの授業を充実
させた。よりリアルな体験としてショップでの実売を１週間行い、売上へのこだわり、SNS利用の来店促進、販売
促進を実践して、売り上げを更新した。更に、令和5年度は商業施設でもショップ運営を行い職業実践を体験させ
る予定。

（開催日時（実績））
第１回　令和4年11月8日　14：00～16：00
第２回　令和4年12月13日　10：00～12：00

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っているこ
と。」関係
（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

リデュース、リサイクル、リユースの実践を通しサステイナブルのファッションビジネス概念を理解する。ま
た、感性を豊かにしクリエーションを表現するための基礎力、さらにはアパレル業界の仕組みを理解できる人材
育成をする。
現場でのマナーや社会人としてのコミュニケーション力のスキルアップのためワークショップやプレゼンテー
ションの指導をうける。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

販売職としてのロールプレイング演習、マーケティングリサーチから企画提案を行うプレゼンテーション演習、
素材を活かしたデザインから作品製作まで行うクリエイティブ実習など現場の講師の指導のもと、連携して授業
を展開、ふくのわプロジェクトの古着POPUPショップ運営で集約。さらに卒業制作のリテールプランニングに生か
していく。

津曲　公夫 株式会社　オアシススタイリング 令和4年10月12日～令和5年3月31日（1年）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

深谷　玲人 株式会社 DeepValley 令和4年10月12日～令和5年3月31日（1年）

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載す
ること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合には、種別の欄は空欄で構いません。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（11月、12月）

森　雄祐 株式会社MORI パーソナル・クリエイツ 令和4年10月12日～令和6年3月31日（2年）

桑原　伸二 株式会社日本アパレルシステムサイエンス 令和4年10月12日～令和6年3月31日（2年）

伊藤　弘子 ＺＥＲＯＺＥＲＯＥＳＵＥＳＵ　ＩＮＣ． 令和4年10月12日～令和6年3月31日（2年）

令和5年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期

境　泰志 一般社団法人　日本アパレル・ファッション産業協会 令和4年10月12日～令和6年3月31日（2年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設そ
の他の教育課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に
関する基本方針

 本学の教育理念①挑戦(チャレンジ）の精神、②創造する力、③自立（自己実現）する能力を養うために、ドレ
スメーカー学院カリキュラム会議が立案し、編成したカリキュラムについて、企業等の意見を反映し、実践的か
つ専門的な職業教育に適したカリキュラムを編成することを基本方針としている。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

 ドレスメーカー学院の運営に関する諸会議諸規定（別紙参照）により教育課程編成の位置づけを決めている。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿



②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：[発達障害の理解と援助」（連携企業等：東京都私学財団）
期間：令和5年11月　　　対象：教員
内容：心の育ちを支えるために発達障害について理解し、対応・援助ができるよう学習する。

研修名：[富士吉田織物産地研修」（連携企業等：ファッションビジネス学会）
期間：令和4年8月　　　対象：教員・学生
内容：富士吉田の撚糸、先染め、整経工場や試験場の見学（ツアー）

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：[PowerPoint2019」（連携企業等：東京都私学財団）
期間：令和4年8月　　　対象：教員
内容：PowerPoint を用いた資料作成の基本操作を学習する。

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名：[PowerPoint2019」（連携企業等：東京都私学財団）
期間：令和4年8月　　　対象：教員
内容：PowerPoint を用いた資料作成の基本操作を学習する。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記
本学院ではアパレル関連企業及び繊維産業会の実践的なノウハウを学生に教育指導するため、「ドレスメーカー学院教員研修規程」
に則り、教員研修として年2回以上企業見学等を実施。また、学院において講演や実習を行い現場の話を直接伺うことで、教員の知識
向上を図り授業に反映させるべく、研修を行う。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

販売スキル
販売のプロとしての豊富な経験と知識を備えた講師か
ら、挨拶などの基礎から販売業の楽しさ、むずかしさ
をロールプレイングなどの実習を交えて学習する。

株式会社Tyee’s

メディアマーケティングⅡ

ファッション企業のイメージディレクションや、ウエ
ブサイト、グラフィックなど、新しい企画の提案、最
新情報の把握と分析方法など、現場の今を知りメディ
アの制作をとおして学ぶ。

株式会社Vowl

 ビジュアルマーチャンダイジング

ネット時代のアパレルリテイルに求められる戦略的な
売場作り、店舗からの情報発信の仕方の習得を目指
す。店舗ディスプレイ実習やディスプレイコンテスト
に応募するなどの実践的授業。

有限会社　パピエ・コレ

コミュニケーションスキルⅡ

ファッションビジネスにおいて、接客販売営業企画プ
レゼンで使用するコミュニケーションスキルを修得す
る。そのために自分を知り相手を理解、「説得」と
「傾聴」のスキルを身に着ける。

株式会社ソリッソ

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

リテールプランニング ⅠB・ⅡB

【産学連携　ふくのわプロジェクト】産経新聞社と東
京都が連携する「ふくのわプロジェクト」に参画。
ファッションディテクターの指導の下、商品仕分け方
法、価格設定、真贋の見極めなどを学びながら、
POPUPSHOPを展開する。

株式会社産業経済新聞社

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。



種別

業界団体委員

学校関係

企業等委員

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
URL:http://www.dressmaker-gakuin.ac.jp http://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/finance.html
「ＤＭＪ会誌」　ドレスメーカー学院発行
ドレスメーカー学院学校案内
Face Ｂook  https://www.facebook.com/doreme.jp
公表時期：令和5年5月30日

伊藤　雅彦
株式会社　西銀座デパート　取締役
合同会社グリシーヌ インターナショナル　CEO

令和4年4月1日～令和6年3月31日（2年）

福永　成明
ファッションビジネス学会　理事
一般団体　日本アパレルファッション産業協会　委員
有限会社　ファッションリンクス　代表

令和4年4月1日～令和6年3月31日（2年）

櫻井　武美
学校法人桜井学園
横浜ファッションデザイン専門学校

令和4年4月1日～令和6年3月31日（2年）

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

1.理念の学生への浸透度を把握してないことに対し指摘を受け、アンケートを実施した。結果、正確に覚えてい
る学生が4％と低レベルであった。改革案として、理念である「挑戦・創造・自立」を英語に置き換え
「Challenge」「Creative」「Career design」とし、ドレメの３Cとして覚えやすようにして、入学案内、会誌等
に掲載した。
2.広報活動の一環として、SNSを強化するよう指摘を受けた。理事長指導のもと各科にSNSの責任者を配置し、後
方部と暖簾けを改善し、インスタグラムは毎日更新されるようになった。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　令和5年5月1日現在

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 （９）法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 （１０）社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流

（６）教育環境 （６）教育環境
（７）学生の受入れ募集 （７）学生の受入れ募集
（８）財務 （８）財務

（３）教育活動 （３）教育活動
（４）学修成果 （４）学修成果
（５）学生支援 （５）学生支援

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 （１）教育理念・目標
（２）学校運営 （２）学校運営

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表し
ていること。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させて
いること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

1.理念の学生への浸透度を把握してなかったことについて、再度確認された。その後アンケートを実施した。結
果、正確に覚えている学生が4％と低レベルであった。改革案として、理念である「挑戦・創造・自立」を英語に
置き換え「Challenge」「Creative」「Career design」とし、ドレメの３Cとして覚えやすようにして、入学案
内、会誌等に掲載した。年度末にアンケート調査を行った結果、知っていると答えた学生が 17.8％まで上昇し
た。正確には答えられないが理念があることは知っていると答えた学生は 62.7％。知らないと答えた学生は 
19.5％と上昇し結果浸透度が上がった。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応



（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

URL:http://www.dressmaker-gakuin.ac.jp http://www.sugino.ac.jp/gakuen/governance/finance.html
「ＤＭＪ会誌」　ドレスメーカー学院発行
ドレスメーカー学院学校案内
Face Ｂook  https://www.facebook.com/doreme.jp
公表時期：令和5年5月30日

（８）学校の財務 財産目録・収支計算書・貸借対照表
（９）学校評価 自己評価報告書
（１０）国際連携の状況

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

（５）様々な教育活動・教育環境 学校行事・課外活動
（６）学生の生活支援 学生支援の取組状況
（７）学生納付金・修学支援 学生募集・納付金、修学支援

（２）各学科等の教育 入学者選抜方法・方針、定員数、学生数、教育課程、取得資格、進路状況
（３）教職員 教員組織
（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育への取組状況、企業などとの実習取組状況

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

・ドレスメーカー学院が情報を積極的に公開することにより、本学院の公共性や社会的責任を明確にすることを
目的とする。
・産学連携、各種イベント発表会およびコンテストなど学生の活動や教育成果をホームページやFacebook・会誌
D.M.J等で行う。
・学校関係者委員に対する情報提供は、委員会に必要な情報を学院の学校関係者に対して事前に郵送して提供す
る。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 学校法人の概要、教育目標、運営方針、行事計画

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営
の状況に関する情報を提供していること。」関係


